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技能実習法に基づく行政処分等を行いました 

 

出入国在留管理庁と厚生労働省は、令和４年１月 28 日付けで、株式会社稲垣鉄工、株式

会社奥岡技研、クラバットユキジ株式会社、有限会社松研社、株式会社須田商事、株式会

社ダイマツ、株式会社ＴＫＢ、有限会社中津漬物、有限会社二井産業、株式会社フクオカ、

及び株式会社ＹＵＫＡ ＭＯＬＤＩＮＧに対し、技能実習計画の認定の取消しを通知しま

した。 

詳細は、下記のとおりです。 

 

記 

 

＜技能実習計画の認定の取消しの内容（詳細は別紙１から別紙 11）＞ 

１ 技能実習計画の認定の取消しを行った実習実施者 

⑴ 株式会社稲垣鉄工（代表取締役 稲垣 法信） 

⑵ 株式会社奥岡技研（代表取締役 奥岡 卓美） 

⑶ クラバットユキジ株式会社（代表取締役 赤代 行二） 

⑷ 有限会社松研社（代表取締役 松原 正和） 

⑸ 株式会社須田商事（代表取締役 穐西 嘉孝） 

⑹ 株式会社ダイマツ（代表取締役 松江 大志） 

⑺ 株式会社ＴＫＢ（代表取締役 谷口 準） 

⑻ 有限会社中津漬物（代表取締役 田畑 昭一） 

⑼ 有限会社二井産業（代表取締役 二井 吉枝、代表取締役 二井 嚴基） 

⑽ 株式会社フクオカ（代表取締役 福岡 正晃） 

⑾ 株式会社ＹＵＫＡ ＭＯＬＤＩＮＧ（代表取締役 安田 英弘） 

 

 ２ 処分等内容  

[１⑴、⑼、⑽に対する処分等内容] 

技能実習法第 16 条第１項第７号の規定に基づき、令和４年１月 28 日をもって技能

実習計画の認定を取り消すこと。 

[１⑵、⑸、⑹、⑺、⑾に対する処分等内容] 

技能実習法第 16 条第１項第３号及び第７号の規定に基づき、令和４年１月 28 日を
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もって技能実習計画の認定を取り消すこと。 

[１⑶に対する処分等内容] 

技能実習法第 16 条第１項第１号の規定に基づき、令和４年１月 28 日をもって技能

実習計画の認定を取り消すこと。 

[１⑷に対する処分等内容] 

技能実習法第 16 条第１項第１号、第２号、第３号、第５号及び第７号の規定に基づ

き、令和４年１月 28 日をもって技能実習計画の認定を取り消すこと。 

[１⑻に対する処分等内容] 

技能実習法第 16 条第１項第２号の規定に基づき、令和４年１月 28 日をもって技能

実習計画の認定を取り消すこと。 

 

■別紙１ 技能実習計画の認定の取消しの内容（株式会社稲垣鉄工） 

■別紙２ 技能実習計画の認定の取消しの内容（株式会社奥岡技研） 

■別紙３ 技能実習計画の認定の取消しの内容（クラバットユキジ株式会社） 

■別紙４ 技能実習計画の認定の取消しの内容（有限会社松研社） 

■別紙５ 技能実習計画の認定の取消しの内容（株式会社須田商事） 

■別紙６ 技能実習計画の認定の取消しの内容（株式会社ダイマツ） 

■別紙７ 技能実習計画の認定の取消しの内容（株式会社ＴＫＢ） 

■別紙８ 技能実習計画の認定の取消しの内容（有限会社中津漬物） 

■別紙９ 技能実習計画の認定の取消しの内容（有限会社二井産業） 

■別紙 10 技能実習計画の認定の取消しの内容（株式会社フクオカ） 

■別紙 11 技能実習計画の認定の取消しの内容（株式会社ＹＵＫＡ ＭＯＬＤＩＮＧ） 

■別紙 12 参照条文 

 


